
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要 

 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療
提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。 

 

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係） 
 ①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、 
  消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置  

 ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定  

２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係） 
 ①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、そ

れをもとに地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定  

 ②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け  

 
３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係） 
 ①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を地域
支援事業に  
  移行し、多様化  ※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業 
 ②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化  
 ③低所得者の保険料軽減を拡充  
 ④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、月額上限あり） 
 ⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加  
 
４．その他  
 ①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設 
 ②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ 
 ③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置 
  ④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期） 
   

 公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年４月以降など、順次施行。 

 概 要 

 趣 旨 

 施行期日（予定） 
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病床機能報告制度と地域医療構想（ビジョン）の策定 

○ 病床機能報告制度（平成26年度～） 
     医療機関が、その有する病床において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位で、都道府県
に報告する制度を設け、医療機関の自主的な取組みを進める。 

○ 地域医療構想（ビジョン）の策定（平成27年度～） 
       都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、二次医療圏等ごとの各医療機能の将
来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医
療のビジョンを策定し、医療計画に新たに盛り込み、さらなる機能分化を推進。 

    国は、都道府県における地域医療構想（ビジョン）策定のためのガイドラインを策定する（平成26年度～）。 

医療機能の報告等を活用し、地域医療構想
（ビジョン）を策定し、更なる機能分化を推進 

（地域医療構想（ビジョン）の内容） 
 
  １．２０２５年の医療需要         
    入院・外来別・疾患別患者数  等 
   
 
  ２．２０２５年に目指すべき医療提供体制 
   ・二次医療圏等（在宅医療・地域包括ケアについては、

市町村）ごとの医療機能別の必要量 
          
 
  ３．目指すべき医療提供体制を実現するための施策 
   例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、 
      医療従事者の確保・養成等 
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（１）「協議の場」の設置 
○ 都道府県は、地域医療構想の実現について、医療関係者、医療保険者等の関係者との協議を行う「協議の場」を設置。 
医療機関相互の協議により、地域医療構想を推進していくが、協議だけでは進まない場合には、都道府県知事が以下
の措置を講ずることができることとする。 

 
（２）都道府県知事が講ずることができる措置 
① 病院の新規開設・増床への対応 
○ 都道府県知事は、開設許可の際に、不足している医療機能を担うという条件を付けることができることとする。 
 
② 既存医療機関による医療機能の転換への対応 
 ［医療機関が過剰な医療機能に転換しようとする場合］ 
○ 都道府県知事は、医療機関に対して医療審議会での説明等を求めることができることとし、転換にやむを得ない事情
がないと認める時は、医療審議会の意見を聴いて、転換の中止を要請（公的医療機関等には命令）することができること
とする。 

 
 ［「協議の場」の協議が調わず、自主的な取組みだけでは機能分化・連携が進まない場合］ 
○ 都道府県知事は、医療審議会の意見を聴いて、不足している医療機能に係る医療を提供すること等を要請（公的医療
機関等には指示）することができることとする。 

 
③ 稼働していない病床の削減の要請 
○ 医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、都道府県知事は公的医療機関等以外の医療機関に対
して、医療審議会の意見を聴いて、稼働していない病床の削減を要請することができることとする。 

   ※ 現行の医療法上、公的医療機関等に対しては、都道府県知事が稼働していない病床の削減を命令することができることとなっている。 

 
  【医療機関が上記の要請又は命令・指示に従わない場合の措置】 
○ 医療機関が上記の要請に従わない場合は、都道府県知事が勧告を行う。当該勧告にも従わない場合や、公的医療機
関が上記の命令・指示に従わない場合には、現行の医療法上の措置（管理者の変更命令や公的医療機関への運営の
指示等）に加えて、以下の措置を講ずることができることとする。 

  イ 医療機関名の公表 
  ロ 各種補助金の交付対象や福祉医療機構の融資対象からの除外 
  ハ 地域医療支援病院・特定機能病院の不承認・承認の取消し 
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■ 医療法第30条の5 
 
  都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、
市町村その他の官公署、介護保険法第7条第7項に規定する医療保険者又は医療提供施設の開設者若しくは管
理者に対し、当該都道府県の区域内における医療機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めること
ができる。 

■ 医療法第30条の4第14項 
 

都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あら
かじめ、都道府県医療審議会、市町村（救急業務を処理する地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第
二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五
十七年法律第八十号）第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。 

 
■ 医療法第30条の14第1項・第2項 

 
都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域（第三十条の十六第一項において

「構想区域等」という。）ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他
の関係者（以下この条において「関係者」という。）との協議の場（第三十条の二十三第一項を除き、以下
「協議の場」という。）を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要
量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うもの
とする。 

 
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、

これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その
実施に協力するよう努めなければならない。 

さらに追加 

◎ 平成18年医療法改正 

◎ 今回の医療法改正 
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